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平成 30年 9月 9日、国内で 26年ぶりに岐阜県の養豚場（６１０頭飼育）で 

豚コレラが確認されました。 

岐阜県では 10日 5時に殺処分を終了し、11日 14時に防疫措置を終了。 

岐阜県内５１か所の豚、いのしし飼養農場から毎日異状の有無を確認していま

す。 

また、9月 14日、16日には死亡した野生いのししから豚コレラウイルスが確認さ

れました。 

   

◎◎豚豚ココレレララととはは       

急性熱性伝染病で豚、いのししのみが感染・発病する。 

高い発病率と死亡率、潜伏期は一般に 5～7日。 

 

症状：食欲の減退、41～42℃の発熱。元気不振。沈

うつ。結膜炎による目やに。便秘や下痢。後躯麻痺

などの神経症状を呈し、末期には体表に紫斑（ﾁｱﾉ

ｰｾﾞ）が見られる。異常産の発生も見られる。 

 
 

◎◎豚豚ココレレララ等等のの防防疫疫にに関関ししてて  
１． ウイルスの農場への侵入を防ぐため、飼養衛生管理基準を順守しましょう。 

２． 毎日、豚を観察し、異状の早期発見に務めましょう。異状が見られた場合

には管理獣医師や家畜保健衛生所に速やかに報告して下さい。 

３． 食品残渣（ｴｺﾌｨｰﾄﾞ）などを利用している方は加熱を充分にして下さい。 

過去のﾖｰﾛｯﾊﾟでの発生は不十分な加熱が原因とされています。 

４． 野生動物等が侵入しないよう、対策をしてください。 
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急死豚にみられた 

全身のチアノーゼ 

豚コレラを疑う症状がみられたら家畜保健衛生所まで 

 


